
新型コロナウイルス感染拡大の影響で仕事がなくなった外国人住民の方に向けて、

就職のための基本的な日本語コミュニケーション技術を習得するための支援を実施

します。 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

             

  

日にち  10 月 22 日、29 日、11 月 5 日、12 日、19 日（毎週木曜日） 

 時間   午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

 場所   産業支援センターみのわ 

 募集対象 箕輪町に住民登録をしている外国人住民で、現在求職活動中の方 

       ○日本語レベルに応じて以下の 2 コースに分けます 

       ①仕事に役立つ日本語コース 

        ・日本語の会話が難しい方 

        ・ひらがな・カタカナの読み書きができない方 

       ②就活実践コース 

        ・ある程度、日常生活での日本語会話ができる方 

        ・ひらがな、カタカナの読み書きができる方 

 定員   各コース 5 人程度 

 参加費  無料 

 申込期限 10 月 20 日（火）まで 

 申込み  箕輪町役場 外国人生活相談員 入倉 眞佐子 

       電話 0265-79-3111（内線 199） 

箕輪町役場 総務課 プレスリリース  

令和２年１０月１5 日 発信 

総務課 総務係 
(課長) 中村 克寛 (担当) 笠原 ゆみ子 
電 話：0265-79-3111 （内線）104 
ＦＡＸ：0265-79-0230 
Ｅ‐mail：soumu@town.minowa.lg.jp 

外国人住民のため就職支援事業の実施について 

箕輪町 

添付資料 有  無 



①仕事に役立つ日本語コース 

① 10月 22日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

オリエンテーション 

担当者との顔合わせ 

●自己紹介ができる 

 （名前、住まい、出身） 

 自分のことを簡単に話せる。家族のことを簡単に話せる。 

●履歴書づくりに向けて 

 自分の住所、名前、生年月日など書ける。 

（ひらがな、カタカナを書けない場合は、なぞり書きでもよい。） 

② 10月 29日（木） ●履歴書づくり→宿題としても可 

●日付、時間を言える。 

 曜日、今日、明日、あさって 

・・は、・・・からです。 

・・は、・・・までです。 

・・は、・・・から・・・までです。 

●いつもすること話すことができる 

 ～へ行きます。～へ来ます。～へ帰ります。 

③ 11月 5日（木） ●仕事に役立つ日本語 

社会のルールについて簡単に話せる、理解できる。 

～なければなりません。～なくてもいいです。～ないでください。 

●明日の予定を言うことができる。 

例：明日は、スーパーに行って、買い物をして、ごはんを食べます  

④ 11月 12日（木） ●面接の練習 

 面接問答想定をして、会話ができるようにする。 

  例：～たことがあります。 

    ～ことができます。 

    ～と思います。など 

⑤ 11月 19日（木） ●面接の練習 

 面接問答想定をして、会話ができ  

 るようにする。 

 例：簡単な自己紹介ができ、 

   これまでの経歴や家族状況を簡単に話すことができる。 

自分の希望を話せる。日時の約束ができる。 

12月（日時未定） 箕輪町合同面接会に向けて必要な場合は個別指導 



② 就活実践コース 

①10月 22日（木） オリエンテーション 

担当者との顔合わせ 

●職場で使う日本語 

●各グループ担当スタッフとの面談 

 

 

②10月 29日（木） ●履歴書作成 

③ 11月 5日（木） ●面接の練習 

④ 11月 12日（木） ●求職活動（マイサポ協力依頼） 

⑤ 11月 19日（木） ●企業面接の準備（日本語補強） 

12月（日時未定） 箕輪町合同面接会に向けて必要な場合は個別指導 

 


